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置引き被害に注意！

もし被害に遭ってしまったら・・・
お近くの交番や警察署へ届け出てください。

道路上や商業施設、ぱちんこ店などで、置引きの被
害が発生しています。
下記の３点を参考に、被害に遭わないように注意し

ましょう。

【気をつけましょう】

貴重品は、肌身離さず持ち歩き、目
を離さない

カバンは確実に閉め、財布や貴重品
が外から見えないようにする

スマホや携帯電話に気を取られない
ようにする
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